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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年9月17日(2020.9.17)

【公開番号】特開2019-61218(P2019-61218A)
【公開日】平成31年4月18日(2019.4.18)
【年通号数】公開・登録公報2019-015
【出願番号】特願2018-76824(P2018-76824)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/30     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/30     　　　　
   Ｇ０２Ｆ    1/1335   ５１０　

【手続補正書】
【提出日】令和2年8月4日(2020.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤグリッド構造を有する偏光素子であって、
　透明基板と、
　使用帯域の光の波長よりも短いピッチで前記透明基板上に配列され、所定方向に延在す
る格子状凸部と、を備え、
　前記格子状凸部が、前記透明基板側から順に、台座と、第１吸収層と、第１誘電体層と
、反射層と、第２誘電体層と、第２吸収層と、を有し、
　前記台座が、前記所定方向から見たときに台形状を有する偏光素子。
【請求項２】
　前記台座が、使用帯域の光の波長に対して透明なＳｉ酸化物で構成される請求項１に記
載の偏光素子。
【請求項３】
　前記第１吸収層と前記第２吸収層とが同一材料で構成される請求項１又は２に記載の偏
光素子。
【請求項４】
　前記第１誘電体層と前記第２誘電体層とが同一材料で構成される請求項１から３のいず
れかに記載の偏光素子。
【請求項５】
　前記第１吸収層の膜厚と前記第２吸収層の膜厚とが略同一であり、且つ、前記第１誘電
体層の膜厚と前記第２誘電体層の膜厚とが略同一である請求項１から４のいずれかに記載
の偏光素子。
【請求項６】
　前記透明基板が、使用帯域の光の波長に対して透明であり、且つ、ガラス、水晶、又は
サファイアで構成される請求項１から５のいずれかに記載の偏光素子。
【請求項７】
　前記反射層が、アルミニウム又はアルミニウム合金で構成される請求項１から６のいず
れかに記載の偏光素子。
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【請求項８】
　前記第１誘電体層及び前記第２誘電体層が、Ｓｉ酸化物で構成される請求項１から７の
いずれかに記載の偏光素子。
【請求項９】
　前記第１吸収層及び前記第２吸収層が、Ｆｅ又はＴａを含むとともに、Ｓｉを含んで構
成される請求項１から８のいずれかに記載の偏光素子。
【請求項１０】
　前記偏光素子の前記格子状凸部側の表面が、誘電体からなる保護膜により覆われている
請求項１から９のいずれかに記載の偏光素子。
【請求項１１】
　前記偏光素子の前記格子状凸部側の表面が、有機系撥水膜により覆われている請求項１
から１０のいずれかに記載の偏光素子。
【請求項１２】
　前記格子状凸部の先端に形成されたグリッド先端部が、前記所定方向から見たときに、
先端側ほど幅が狭くなる方向に側面が傾斜した先細形状を有する請求項１から１１のいず
れかに記載の偏光素子。
【請求項１３】
　前記反射層が、金属層と、前記所定方向から見たときに、前記金属層の側面を覆い、前
記金属層を構成する金属の酸化物からなる酸化物層と、を有する請求項１から１２のいず
れかに記載の偏光素子。
【請求項１４】
　前記反射層の幅が、前記第１誘電体層及び前記第２誘電体層の幅よりも小さい請求項１
から１３のいずれかに記載の偏光素子。
【請求項１５】
　ワイヤグリッド構造を有する偏光素子の製造方法であって、
　透明基板上に、下地層と、第１吸収層と、第１誘電体層と、反射層と、第２誘電体層と
、第２吸収層と、を前記透明基板側からこの順で有する積層体を形成する工程と、
　前記積層体を選択的にエッチングすることにより、使用帯域の光の波長よりも短いピッ
チで前記透明基板上に配列される格子状凸部を形成する工程と、を有し、
　前記格子状凸部が、前記透明基板と前記第１吸収層との間に台座を有し、
　前記台座が、前記所定方向から見たときに台形状を有する偏光素子の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１から１４のいずれかに記載の偏光素子を備える光学機器。
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